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新型コロナウィルス感染拡大防止のためのテレワーク拡大のお知らせ 
 

当社は日本国政府が新型コロナウィルスの感染拡大防止を目的に緊急事態宣言を発令したこと

に伴い、発令対象地域に勤務する当社従業員等についてテレワーク（在宅勤務）を拡大すること

といたしましたので、お知らせいたします。 

 
１． テレワークを実施する期間と対象となる従業員 

・実施期間：緊急事態宣言終了まで 

・対象となる従業員：当社は本年３月より休校措置への対応としてテレワークを一部導入

しておりましたが、今般の緊急事態宣言を受け国内グループ従業員等652人のうち発令対

象地域に拠点がある本社、船井サービス（株）、東京支店の従業員・派遣社員の約220人

に拡大するものです。 

・これ以外の従業員等についても、交代制でのテレワークの実施、時差出勤の推進や公共

交通機関以外の通勤手段を奨励するなど、「感染拡大防止に向けた人的接触の８割削

減」と「事業継続と安定的な会社運営維持」の両立に向け、取り組みを推進してまいり

ます。 

 

２． 内容 

従業員等の一部がテレワークを行うにあたり以下の対応を実施します。 

・商談等はお取引様とご相談のうえテレビ会議等に切り替えさせて頂きます。 

・その他のステークホルダー（関係者）との打ち合わせ等も、原則オンラインで実施する

こととします。 

 
【ご参考】FUNAIブランド製品のアフターサービスについて 

アフターサービスについても緊急事態宣言に伴い対応を以下の通り変更します。 

・変更期間：緊急事態宣言終了まで 

 従来 変更後 

FUNAIブランド 船井電機 

お客様ご相談窓口 

9：00～18：00 10：00～12：00、13：00～16：30 

船井サービス（株） 

リペアセンター 

部品受注センター 

9：00～17：30 10：00～12：00、13：00～16：30 

※土曜・日曜・祝日および当社休業日を除く 

以 上 


